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加工食品の食品表示について
容器包装に入れられた加工食品は表示が必要となります※。
（加工食品の例:そうざい、菓子、農産物加工品）
※対面販売など、表示を省略できる規定あり。

どら焼名称
小豆（国産）、小麦粉、卵、砂糖、ぶどう糖、植物油脂（大豆を含む）、牛
乳、塩、寒天

原材料名

乳化剤、膨張剤、香料添加物
1個内容量
令和X年X月X日消費期限
10℃以下で保存保存方法

（株）とよた和菓子店 愛知県豊田市西町3-60製造者

＜加工食品の食品表示の例＞



アレルギー表示について

!!!重要!!!
アレルギー症状を引き起こす可能性の高い

「特定原材料」
の表示が義務づけられています

アナフィラキシーショックで死亡することも…

消費者庁:食物アレルギー表示に関する情報



アレルギー表示の改正
令和８年４月１日から・・・

カシューナッツが「特定原材料」に加えられ、表示が義務化※
ピスタチオが「特定原材料に準ずるもの」に追加
（まつたけが「特定原材料に準ずるもの」から削除）
※２年間の経過措置期間あり。

追加 削除



特定原材料等

表示義務
えび、カシューナッツ、かに、
くるみ、小麦、そば、卵、乳、
落花生

特定原材料
（９種類）

表示推奨
（任意）

アーモンド、あわび、いか、い
くら、オレンジ、キウイフルー
ツ、牛肉、ごま、さけ、さば、
大豆、鶏肉、バナナ、ピスタチ
オ、豚肉、マカダミアナッツ、
もも、やまいも、りんご、ゼラ
チン

特定原材料に準ずるもの
（２０種類）



アレルギー表示例
【個別表示する場合】（原則、個別表示）

【一括表示する場合】（例外として、一括表示も可）

原材料名：じゃがいも、にんじん、ハム（豚肉・乳成分を含む）、
マヨネーズ（卵・大豆を含む）、たんぱく加水分解
物（牛肉・さけ・さば・ゼラチンを含む）／カゼイン
Na（乳由来）

原材料名：じゃがいも、にんじん、ハム、マヨネーズ、たんぱく
加水分解物／カゼインNa、（一部に豚肉・乳成分・
卵・大豆・牛肉・さけ・さば・ゼラチンを含む）



食物アレルギーの患者さん・家族は
外食や中食※の利用に困っています!

料理に含まれる原因食物
（アレルゲン）の情報が
ないと食べられるか判断
できません。

※あらかじめ容器包装されずに
販売される弁当や惣菜等の店頭
での対面販売

（注）食物アレルギー患者団体を対象とした調査。「得られていない」「あまり得られていない」と回答した団体の比率
（出所）消費者庁「食物アレルギー表示制度に関する実態調査業務」（令和4年3月）



気をつけなくてはいけないこと

 最新で正確な情報を提供しましょう。
 あいまいな回答をしないようにしましょう。
わからないときは「わからない」と回答しましょう。

 アレルゲンの意図しない混入（コンタミネーション）の
可能性を伝え、重症者には慎重な判断を促しましょう。

 「食べられる/食べられない」の判断はお客様にしていただき
ましょう。

 問い合わせには、正しい知識を持った店員が対応しましょう。

出典:消費者庁パンフレット（食物アレルギーの
お客様との会話で困った経験ありませんか，





相談窓口表示内容

愛知県豊田加茂農林水産事務所 農政課
豊田市元城町4-45 豊田加茂総合庁舎１階
電話 （0565）32-7363

表示の必要項目
名称、原材料名等の表示
（品質事項）

豊田市保健所 保健衛生課
市役所 東庁舎４階
電話 （0565）34-6181

添加物、アレルゲン等の表示
（衛生事項）

豊田市保健所 健康政策課
市役所 東庁舎４階
電話 （0565）34-6723

栄養成分表示等の表示
（保健事項）

食品表示の相談窓口
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イベントで食品を提供する場合について
豊田市内のイベントで食品を提供する場合、扱おうとする食品
によって提供の可否や、必要な手続きが異なります!

包装済みの食品を販売するのみであれば許可は不要ですが、焼
く炒めるなどの行為、飲料を注ぐ、食品を盛り付けるなどは、
調理行為に該当し、許可が必要です!

食品営業許可不要 食品営業許可必要



店の目の前であっても、テントの中で調理行為を行う場合、許
可が必要です。

イベントで食品を提供する場合について

調理行為の例
ビールをコップに注ぐ、焼き鳥を
焼く

調理行為ではない例
ペットボトル入りの飲料を販売す
る、飲食店で作った弁当を販売す
る



露店営業でできる品目について
露店営業とは、出店の都度、組立式の店舗などの簡易な施設に
おいて調理した食品を提供する営業です。

「露店により行う営業で調理、販売できる品目」に該当してい
れば、露店営業の許可を取得することで営業可能となります。
（例:からあげ、フライドポテト、飲料 など）

品目や手続きの詳細は、豊田市ホームページをご覧ください。

食品営業許可の新規申請の手続き｜豊田市



露店営業の構造設備について



イベントでの食中毒について①
【冷やしきゅうりで食中毒】
露店の冷やしきゅうりを食べた５１０人が、腹痛、下痢等を発

症。患者と調理従事者から、腸管出血性大腸菌O157が検出

漬込み、串刺し等を現場でやっていた。

露店営業では、扱える品目が定められています。
加熱して提供するものなど、リスクの少ない品目を選びましょう

露店でもHACCPを実施しましょう



イベントでの食中毒について②
【餅つき大会で食中毒】
小学校の餅つき大会で、いそべ餅、きなこ餅を食べた１４３人がおう吐、

下痢等を発症。ノロウイルス食中毒と断定。

餅つきは、作業工程と季節により
ノロウイルスの汚染が起こりやすいです!

＜対策＞
・体調不良者は作業禁止
・器具の消毒
・ついた餅は加熱して食べる。 など
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営業許可施設の構造設備（飲食店営業の例）

∞
手洗器 二槽シンク(それぞれに蛇口)

棚

冷蔵庫

窓
（
網
戸
ま
た
は
は
め
殺
し
）

扉（腰戸など）
ト
イ
レ
手
洗
器エアコン

コンロ

詳細は、食品衛生法施行規則別表第19～21を参照

客席

調理場

自動または半自動ドア



施設基準が一部変更になりました。
調理場内の手洗器は、手洗い後の手指の再汚染を防止できる構造であること。

許可の更新が
できないよ!!



営業許可の更新のポイントについて
 保健所では、既に営業許可を受けた施設の許可が切れる前に更新調査を行
います。

＜更新調査のポイント＞
施設は区画されているか（扉を外していないか、壁や天井に穴が空いてい
ないか）

手洗いやシンクは使えるか。（水漏れはないか、排水は適切か）

調理場内の床は、耐水性の素材か（耐水加工が剥がれていないか）



飲食店チェックポイント（衛生面）
 手洗器に、ハンドソープ、ペーパータオル、蓋つきのゴミ箱は置

いてあるか?
 洗浄用のシンクで手洗いをしていないか?

 調理場内に、調理とは関係のないものが置いていませんか?
 調理場内にダンボールなど、清潔でないものが置いていないか?
 調理場内の床に、絨毯など敷いていませんか?
 清掃は十分ですか?

衛生面に注意し、食中毒や異物混入を未然に防ぎましょう!


